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退踊誰手当の構造面の見直し総論関係



【国家公務員の退戦手当制度の構造面の見直しを行う理由】

ユ国家公務員の退職手当の算定方法と水準股定

国家公務員の退職手当制度は､俸給月額に勤続期間及び退職理由別に決定される支給率
を乗じて算定する仕組みとなっており、その水準は、昭和34年に現行の制度となって以

後、民間企業の退職金の水準との官民均衡を基本として般定されている。

2 『給与構造の改革」と退職手当の官民均衡

本年の人事院勧告においては､地域における公務員給与水準の在り方を含めた『給与構
造の改革」の具体的内容が勧告されている。

『給与構造の改革｣の結果､地域における公務員給与水準の在り方と俸給構造の見直し
により、給与の官民比較において比較対象とされている給与の構成要素である俸給と手当

の比率が変わり､現在の退職手当制度における算定基礎である退職時の俸給月額が低下す

ることとなる。

3退職手当制度の見直しの必要性

国家公務員の退職手当制度においては､その水準は､民間企業の退職金の水準との官民
均衡を基本としているが、 「給与構造の改革」により国家公務員の退職手当の水準が官民
比較とは別の要因で低下するため、官民均衡水準を維持するための見直しが必要となる。
しかし、単純に官民均衡を回復するような法律措砥は､財政事情が悪化し、総人件費抑制

が蟻髄されているような状況で､国会を通過することは困難であり、政治的に官民均衡よ
り低い水箪に留められる可能性が商い。

また､国家公務員の退職手当制度に関しては､中央省庁等改革や公務員制度改革大綱の

流れの中で､聡員の在職中の貢献度をより的碓に反映すること等の見直しが求められてい

る。退職手当制度の構造面の見直しは、平成15年の国家公務員退職手当法等の一部改正
においては、公務員制度改革大綱に基づく新たな任用・給与制度が平成18年度までに実

施を目指すこととされていたため､大綱での決定事項のうち､官民均衡のための水準閥整

の他､独立行政法人等の役員への退職出向を可龍にする措置に限定して改正が行われてい
る。

退職手当制度と同じく公務員制度改革と整合的に見直しを進めることとされている給

与制度においては、今回の改革で､現行の人事制度の枠組みを前提として、職務・職寅を
重視した見直しや地域の民間賛金水準格差をより反映させる見直しが先行して行われる。

このため、給与制度において職務･職責を重視した見直しが実施される一方で､退職手

当制度の見直しを何も行わずに放歴することは､人事制度上益合性がとれず､改革を怠っ
ているとの批判や、さらには､退職手当にも官民の地域格差を反映すべきとの織輪が商ま

るおそれがある。しかし、地域格差については、退職時の勤務地が、当骸退職者の勤続期
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間全体に対する功労報償である退噸手当の額に大きく影等するようなこととなると､広域
の人事異動が前提となっている国家公務員の人事制度自体が成り立ちえないものであり、
国家公誇員制度を維持していく上で､退職手当に官民の地域格差を反映するような事態は
避ける必要がある。

さらに､退戦手当の構造面の見直しを行うためにはそのための原喪が必要であるが､給
与、退職手当ともに減少が続いている現状で、 『給与構造の改革』に伴う退職手当の減少
分が原資として利用可能なこの機会を逃すと、今後､退職手当の構造面の見直しを行う機
会が到来する可龍性はほとんどない。この見解は､各府省の人事担当者の間でも一致した
ものである。

したがって、今回の改正では、 『給与構造の改革』により現行の算定方式のままでは減
少する退職手当額を原蜜として､支給率カーブのフラット化､勤続年数に中立的な形で職
員の在職中の貢献度を評価し、退職手当の額に反映する『閥整劉を加算する仕親みを設
けること等の構造面の見直しを行い、これにより、上記原寅を配分し、かつ、構造面の見
直しへの要舗に応えるものである。

4公務員制度改革大綱との関係

平成15年改正の時点では､公務員制度改革大綱全体の実施時期が平成18年度を目指す
ものとされていたため､制度面では独立行政法人等の役員への退職出向を可龍する等の措
匠のみを行ったものであるが､現在では､公務員制度改革の関連法案提出の時期が未定で
あるため､今回の改正においては､大綱の趣旨を踏まえ､退職手当制度の中で実施可龍な
ものについて措湿を行うものである。将来､公務員制度改革における新たな任用・給与制
度が法制化されれば､国家公務員の退職手当制度の在り方も、それを踏まえて改めて検酎
されるべきものである。
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公務員制度改革の基本方向に関する方針

(平成11年3月16日公務員制度調査会答申） （抄）

[各論］
●

g高齢化への対応と退職管理の適正化

（退職手当制度の見直し）

退職手当制度については、以下の点を踏まえ、退職手当額の算

定方法、退職手当の支給方式、定年前早期退職特例措置を含め、

早急にその見直しに若手すべきである。

○公務における長期の在職を可能とする人事システムヘの転

換等公務員制度の抜本的改革に関する儀瞼の方向

○民間企業において近時、①黄金の退職金算定基準からの切

り離し、②貢献度を反映した退職金化、③退職金の支給方法

の多様化という視点に立った退職金制度の見直しが進行中で

あること

また、退職手当の官民比較についても、民間企業における退職

金制度の複雑化、多様化の動向を考慮に入れた上で適切に行う必

要があり、幹部職員の退職手当についても、民間との適正な比較

方法を検討すべきである。

（公務員の退職後所得の検討）

公務員に様々な規制、譲務を課す以上、退職後の生活の安定を

図るぺきではないかとの視点を踏まえ、共済年金の在り方につい

て検酎するとともに、民間企業において退職一時金の年金化が進

んでいることを考慮し、退職手当の支給方式についても検討すべ

きである。

-3-



中央省庁等改革の推進に関する方針

(平成11年4月幻日中央省庁等改革推進本部決定）（抄）0

第4国家公務員制度改革凸 白

(s)退職後所得の在り方の検討

公務員制度改革の方向及び民間企業における退職金制度の見直

しの動向等を踏まえ、退職手当制度の見直しに取り組むなど退職

後所得の在り方を検討する。
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行政改革大綱（平成12年12月1日閣議決定） （抄）

↑行政の組織。制度の抜本改革

2国家公務員、地方公務員制度の抜本的改革

(2)再就職に関する合理的かつ厳格な規制

高齢化時代に副した定年延長及び早期退職勧奨の是正措置を
考慮した上で、個人の人生殴計の自由、絶えず変化し得る人的糞

ili)

源の最適な配置という視点に立ち、

あるいは官民の年金制度の相違を解消す
ることを検討する。
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『

公務員制度改革大綱（平成13年12月25日閣議決定) (抄）

1 I 新たな公務員制度の概要
3適正な再就職ルールの確立
＜5〉退職手当制度の見直し

退職手当に職員の在職中の貢献度をより的確に反映
するとともに、人材の流動化を阻害することのないよ
う、退職手当制度について、長期勤続者に過度に有利
となっている現状を是正することとし、新たな任用・
給与制度の具体的内容を踏まえ、支給率カーブ、算定
方式の在り方等の見直しを行う｡また、民間企業の退
職金の支給実態を踏まえ、全体的な支給水準の見直し

I

を行う。

）
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今後の公務員制度改革の取組について

(平成16年6月9日与党行財政改革協議会） （抄）

[別紙2]公務員の再就職の適正化について

e人事管理の見直し

(2)右肩上がりの処遇の見直し

○早期退職慣行是正や長期在職に対応した給与・退職手当制度■ －一 今

の在り方について検討を行い、 必要な見直しを行うこと。

1

）

ワ



【構造面の見直しの前後での退職手当の性格の同一性】

現行の国家公務員の退職手当の性格には､当骸公務員の在職期間中における公務への貢

献､すなわち勤統･功労に対する報償が基本にあるものと理解されている。この理由とし

ては、①退職手当額は退職日の俸給月額を基礎に計算され､また、退職手当支給率は､勤

続期間1年当たりの支給割合が均一ではなく､相当長期に至るまでは勤続期間が長くなる

に伴って増加し、また公務上の死亡が高いなど､退職理由によっても支給率が変わるしく

みとなっていること、②職員が懲戒免職､一定の失職等により退職する場合には､一般の

退職手当の全額を支給しないこと、等が挙げられている。

今回の改正は､勤続期間の過度の反映を支給率カーブの見直しによって修正した上で現

在の算定方式を維持する基本額を中心としつつ､給与構造の改革による俸給月額の低下に

よる退職手当額の減少分を原資として､退職手当の基本額の算定基礎である退職日の俸給

月額には表れにくい在職期間中の公蕃への貢献を､年功的要素を排除して､勤続期間に中

立的に退職手当額に反映して功労を報償する､補完的部分としての退職手当の鯛整額を導

入するものである。この新たな退職手当の鯛整額は、直前に懲戒処分（免職を除く｡）を

受け、その原因となった非違により辞職した場合に支給しないこととし、上龍②にみられ

るような功労に対する報償の側面が強化されている。

したがって、今回の改正後も、長期の勤続における職員の公務への貢献を功労報償する

という上記①の特徴に基本的に変更はない｡また､新たな翻整額についての不支給制度に

より、上記②の特徴はも強化されている。

､

、


























































































































































































































